
亀山市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年５月２２日 

亀山市長 櫻 井 義 之    

亀山市規則第１８号 

 

亀山市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

 

亀山市営住宅条例施行規則（平成１７年亀山市規則第１０４号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。）及

び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。 

（２）改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。 

改正後 改正前 

（同居承認申請及び同居者の異動届） 

第８条 ［略］ 

［２ 略］ 

３ 入居者は、条例第１２条第４項の規

定により同居者の異動の届出をすると

きは、市営住宅同居者異動届（様式第

４号）を市長に提出しなければならな

い。 

（同居承認申請及び同居者の異動届） 

第８条 ［略］ 

［２ 略］ 

３ 入居者は、条例第１２条第３項の規

定により同居者の異動の届出をすると

きは、市営住宅同居者異動届（様式第

４号）を市長に提出しなければならな

い。 

 

［条を削る。］ 

（市営単独住宅に関する準用） 

第２７条 市営単独住宅の申請等につい

ては、第６条から第８条まで、第１０

条、第１１条、第１３条から第１６条

まで、第２１条、第２２条及び次条か



ら第３２条までの規定を準用する。こ

の場合において、これらの規定中「市

営住宅」とあるのは「市営単独住宅」

と読み替えるものとする。 

（市営住宅監理員） 

第２７条 条例第５２条第１項の市営住

宅監理員は、次に掲げる職務を行うも

のとする。 

［（１）～（７） 略］ 

（市営住宅監理員） 

第２８条 条例第５５条第１項の市営住

宅監理員は、次に掲げる職務を行うも

のとする。 

［（１）～（７） 略］ 

（市営住宅管理人） 

第２８条 条例第５２条第２項の規定に

より市営住宅管理人（以下「管理人」

という。）を置く。 

［２及び３ 略］ 

（市営住宅管理人） 

第２９条 条例第５５条第２項の規定に

より市営住宅管理人（以下「管理人」

という。）を置く。 

［２及び３ 略］ 

（管理人の業務） 

第２９条 管理人は、条例第５２条第３

項に規定する事務のほか次に掲げる業

務を行うものとする。 

［（１）及び（２） 略］ 

（管理人の業務） 

第３０条 管理人は、条例第５５条第３

項に規定する事務のほか次に掲げる業

務を行うものとする。 

［（１）及び（２） 略］ 

（管理人の手当） 

第３０条 ［略］ 

（管理人の手当） 

第３１条 ［略］ 

（管理人の解嘱） 

第３１条 ［略］ 

（管理人の解嘱） 

第３２条 ［略］ 

（その他） 

第３２条 ［略］ 

（その他） 

第３３条 ［略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


